
　

申
請
期
間
は
８
月
３
日（
月
）か

ら
12
月
３
日（
木
）で
す
。

　

期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い
場
合
、

給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
出
来

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

対
象
と
思
わ
れ
る
人
に
は
本
人

あ
て
に
申
請
書
を
送
付
済
み
で
す

が
、通
知
が
届
か
な
い
人
で
も
所

得
更
正
な
ど
に
よ
り
対
象
に
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、ご
不
明

な
点
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、申
請
書
が
送
付
さ
れ
た

人
や
申
請
を
さ
れ
た
人
で
も
、審

査
に
よ
り
支
給
対
象
に
な
ら
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
者

・
平
成
27
年
度
町
県
民
税（
均
等

割
）が
非
課
税
の
人
で
、町
県
民
税

（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い
る
人

（
町
外
者
も
含
む
）の
扶
養
で
な
い

人・基
準
日（
平
成
27
年
１
月
１
日
）

に
吉
岡
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
人

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
は

対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

▼
支
給
額

対
象
者
一
人
に
つ
き
６
，０
０
０

円

▼
提
出
・
問
合
せ
先　

健
康
福
祉
課 

福
祉
室　

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

　

現
況
届
・
所
得
状
況
届
は
、８
月

分
以
降
も
引
き
続
き
手
当
を
受
け

ら
れ
る
か
を
審
査
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。現
在
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
は
、届
け
出
を
し
な
い
と
、

８
月
以
降
の
支
給
が
停
止
さ
れ
ま

す
の
で
、忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

受
給
者
に
は
８
月
上
旬
ま
で
に

通
知
を
郵
送
し
ま
す
の
で
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
提
出
期
限　

児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
３
日
㊊
〜

20
日
㊍

特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
11
日

㊋
〜
20
日
㊍

▼
提
出
す
る
も
の

児
童
扶
養
手
当
受
給
者

●
現
況
届
お
よ
び
８
月
１
日
以
降

発
行
の
住
民
票
謄
本

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

●
所
得
状
況
届

両
手
当
共
通

●
手
当
証
書　

●
印
鑑

●
今
年
の
１
月
１
日
に
吉
岡
町
に

住
所
が
な
か
っ
た
人
は
平
成
27
年

度（
26
年
分
）所
得
課
税
証
明
書

●
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
書
類

児
童
扶
養
手
当
と
は

　

母
子
・
父
子
家
庭
や
父
母
の
い

な
い
児
童
の
生
活
の
安
定
を
図

り
、自
立
を
促
進
す
る
た
め
に
手

当
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

　

次
の
①
か
ら
⑧
の
い
ず
れ
か
の

条
件
に
あ
て
は
ま
る
児
童（
18
歳

到
達
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
あ
る
児
童
、障
害
児
に
つ

い
て
は
20
歳
未
満
）を
監
護
養
育

し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
・

母
又
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま

す
。（
父
に
つ
い
て
は
、生
計
も
同

一
で
あ
る
こ
と
）

①
父
母
が
離
婚
し
た

②
父
又
は
母
が
死
亡
し
た

③
父
又
は
母
が
重
度
の
障
害
の
状 

　

態
に
あ
る

④
父
又
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で

　

な
い

⑤
父
又
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年

　

以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

⑥
父
又
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ

　

保
護
命
令
を
受
け
た

⑦
父
又
は
母
が
法
令
に
よ
り
引
き

　

続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

⑧
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

⑨
父
・
母
と
も
に
不
明
で
あ
る（
孤

　

児
な
ど
）

▼
支
給
額（
月
額
・
児
童
一
人
の
場

合
）

全
部
支
給
＝
４
２
，０
０
０
円

一
部
支
給
＝
前
年
の
所
得
に
応
じ

４
１
，９
９
０
〜
９
，９
１
０
円

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

心
身
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。

▼
支
給
額（
月
額
）

１
級･･･

５
１
，１
０
０
円

２
級･･･

３
４
，０
３
０
円

児
童
扶
養
手
当・特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度

現
況
届・所
得
状
況
届
の
提
出
を

４2015. ８http://www.town.yoshioka.gunma.jp/

次
の
よ
う
な
場
合
に
は

　
　
　

支
給
さ
れ
ま
せ
ん

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど

に
入
所
し
て
い
る（
共
通
）

・
異
性
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る（
児
扶
）

・
児
童
が
障
害
を
事
由
と
す
る

公
的
年
金
を
受
け
て
い
る（
特

児
）

※
そ
の
他
に
も
支
給
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
一
定
額
以
上
の
所
得
が
あ
る

場
合
は
、支
給
停
止
と
な
り
ま

す
。

請
期

（

）か

  

臨
時
福
祉
給
付
金

　
　
　
　

  

受
付
開
始



　

国
民
年
金
の
保
険
料
に
は
、
一

定
期
間
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納

め
る
こ
と
が
で
き
る
前
納
制
度
が

あ
り
ま
す
。
前
納
す
る
と
保
険
料

が
割
引
に
な
り
ま
す
。

 

現
金
で
前
納
を
希
望
す
る
人

　
「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内

書
」
に
付
い
て
い
る
「
下
期
」
の

納
付
書
（
平
成
27
年
10
月
〜
28
年

３
月
の
６
カ
月
分
を
ま
と
め
て
納

付
す
る
と
き
に
使
用
）
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。

▼
納
期
限　

11
月
２
日
㊊

 

口
座
振
替
で
前
納
を
希
望
す
る
人

　

口
座
振
替
で
６
カ
月
分
の
保
険

料
を
前
納
す
る
と
、
さ
ら
に
お
得

で
す
。

　

８
月
末
日
ま
で
に
年
金
事
務
所

へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
出
時
の
持
ち
物

①
預
貯
金
通
帳

②
預
貯
金
通
帳
届
出
印

③
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
、
国
民
年
金
保
険
料

納
付
書
な
ど
）

　

平
成
24
年
度
か
ら
、
国
土
調
査

法
に
基
づ
く
地
籍
調
査
事
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

土
地
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未

然
に
防
止
す
る
と
と
も
に
、
効
率

的
な
土
地
利
用
を
図
る
た
め
の
事

業
で
す
。

　

平
成
27
年
度
は
南
下
Ⅰ
地
区

（
南
下
午
王
頭
川
南
）
の
現
地
調

査
を
10
月
に
実
施
し
ま
す
。ま
た
、

昨
年
現
地
調
査
し
た
陣
場
Ⅲ
地
区

（
下
陣
場
県
道
西
地
域
）
は
成
果

の
閲
覧
を
今
年
の
下
半
期
に
実
施

し
ま
す
。

　

地
籍
調
査
と
は
？

　
「
地
籍
」
と
は
土
地
の
情
報
で
、

い
わ
ば
土
地
の
戸
籍
で
す
。「
地

籍
調
査
」
と
は
土
地
の
情
報
を
明

確
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

一
筆
ご
と
に
皆
さ
ま
に
境
界
な

ど
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
測
量

し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
正
確
な
土

地
の
面
積
な
ど
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、正
確
な
図
面
（
地
籍
図
）

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
調
査

の
成
果
が
法
務
局
に
送
付
さ
れ
る

と
、
登
記
簿
が
正
確
な
も
の
に
改

め
ら
れ
ま
す
。

　

６
カ
月
分
の
保
険
料
を
前
納
す

る
場
合
の
割
引
額
は
次
の
と
お
り

で
す
。

▼
問
合
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

　
「
年
金
情
報
流
出
」
を
口
実
に

し
た
犯
罪
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

ご
心
配
の
方
は
、
専
用
電
話
窓

口
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
本
年
金
機
構
専
用
電
話
窓
口

☎
０
１
２
０
・
８
１
８
２
１
１

（
平
日
・
土
・
日
曜
日 

午
前
８
時
30
分

〜
午
後
９
時
、
通
話
料
無
料
）

　

地
籍
調
査
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

①
境
界
の
位
置
が
不
明
に
な
っ

て
も
、
正
確
に
復
元
で
き
る

②
土
地
の
形
状
や
面
積
の
明
確

化
③
迅
速
な
災
害
復
旧
が
可
能

④
固
定
資
産
の
課
税
が
適
正
化

⑤
円
滑
な
土
地
取
引
が
可
能

　

調
査
費
用
は
？

　

地
籍
調
査
に
か
か
る
費
用
は
、

国
・
県
・
町
が
負
担
し
ま
す
。

　

調
査
に
は
土
地
所
有
者
の
境
界

立
会
い
と
確
認
行
為
（
閲
覧
）
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
全
町
完
了
ま

で
に
は
、
三
十
数
年
を
要
し
ま
す

が
、
事
業
の
推
進
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
せ
先

産
業
建
設
課 

用
地
管
理
室

☎
26
・
２
２
７
９
（
直
通
）

５ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
制
度（
下
期
）

６
カ
月
分
の
前
納
が
お
得
で
す

地
籍
調
査
事
業
に
着
手
し
ま
し
た

土
地
の
情
報
を
明
確
に
す
る
た
め
に

今月の納税今月の納税
町県民税
国民健康保険税
介護保険料　　　　　 …2期

後期高齢者医療保険料　　　

納期限8月31日㊊
コンビニエンスストアでも納付できま
す。また、便利で確実な口座振替もご
利用ください。

Ｑ

す
毎月現金で
納める場合

納付方法 ６ヶ月分の金額 割引金額

現金で
前納する場合

口座振替で
前納する場合

93,540円

92,780円

92,480円

760円

ー

1,060円

ＱＱ



「
町
民
号
」中
止
の
お
知
ら
せ
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10
月
１
日
現
在
で
、
全
国
一
斉

に
国
勢
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

な
ど
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
回
答
が
可
能
に
な
り
、
よ
り
便

利
で
簡
単
に
な
り
ま
す
。

　

５
年
に
一
度
の
最
も
重
要
な
統

計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
調
査
対
象　

日
本
国
内
に
普
段

住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
（
外
国

人
を
含
む
）
お
よ
び
世
帯

▼
調
査
内
容　

男
女
の
別
、
出
生

の
年
月
、
就
業
状
況
、
従
業
地
ま

た
は
通
学
地
、
住
居
の
種
類
な
ど

全
17
項
目

▼
調
査
方
法　

　

調
査
員
が
9
月
上
旬
か
ら
各
世

帯
を
訪
問
し
、
調
査
関
係
書
類
を

配
布
し
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
先
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
を
受
付

し
、
そ
の
後
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回

答
が
さ
れ
な
か
っ
た
世
帯
に
の

み
、
調
査
員
が
紙
の
調
査
票
を
配

布
し
ま
す
。
紙
の
調
査
票
は
、
調

査
員
へ
直
接
提
出
い
た
だ
く
か
、

郵
送
で
提
出
い
た
だ
け
ま
す
。

※
国
勢
調
査
を
装
っ
た
不
審
な
訪

問
者
や
電
話
な
ど
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
調
査
の
際
、
国
勢
調
査
員

は
顔
写
真
入
り
の
国
勢
調
査
員
証

を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

＊
調
査
結
果
の
利
用　

　

調
査
結
果
は
、高
齢
者
の
介
護
・

医
療
、若
者
の
雇
用
対
策
、児
童
福

祉
、地
域
の
活
性
化
な
ど
、暮
ら
し

の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
役
立
て
ら

れ
る
基
礎
デ
ー
タ
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先　

総
務
政
策
課 

政
策
室

☎
26
・
２
２
４
１
（
直
通
）

ス
マ
ー
ト
国
勢
調
査
２
０
１
５

平
成
27
年
国
勢
調
査
が
変
わ
り
ま
す

　

雑
草
な
ど
を
生
い
茂
っ
た
ま
ま

放
置
し
て
お
く
と
、
野
生
動
物
の

絶
好
の
隠
れ
場
所
や
、
火
災
・
病

害
虫
・
交
通
事
故
な
ど
の
発
生
原

因
と
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
周
囲
に

大
変
迷
惑
と
な
り
ま
す
。

　

農
地
は
、
い
つ
も
除
草
な
ど
を

し
て
、き
れ
い
に
保
ち
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
先

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
26
・
２
２
８
０
（
直
通
）

　

町
民
号
は
、
東
日
本
旅
客
鉄
道

株
式
会
社
（
Ｊ
Ｒ
東
日
本
）
の
企

画
に
よ
る「
お
座
敷
列
車
」と
し
て
、

町
と
自
治
会
連
合
会
の
後
援
に
よ

り
、
永
年
に
わ
た
り
町
民
の
皆
さ

ま
に
親
し
ま
れ
つ
つ
実
施
し
て
き

ま
し
た
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、

中
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

長
い
間
ご
愛
顧
を
賜
り
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課 

町
民
サ
ー
ビ
ス
室

☎
26
・
２
２
４
４
（
直
通
）

　

町
は
、
紙
お
む
つ
や
尿
取
り
パ

ッ
ド
の
購
入
費
助
成
事
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
人
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

審
査
後
、
申
請
書
で
指
定
い
た

だ
い
た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

▼
対
象
者　

町
在
住
・
在
宅
で
、

常
時
紙
お
む
つ
を
使
用
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
65
歳
以
上
で
要
介
護
３
〜
５

・
３
歳
以
上
で
身
体
障
が
い
者
手
帳

１
級
・
２
級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ

を
お
持
ち
の
人

紙
お
む
つ・尿
パ
ッ
ド
購
入
助
成
事
業

申
請
期
間
は
９
月
中
で
す

▼
申
請
期
間　

９
月
中

▼
申
請
方
法　

福
祉
室
窓
口
備
え

付
け
の
申
請
書
（
ま
た
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

に
記
入
し
、
対
象
の
領
収
書
を
添

付
し
て
提
出

※
領
収
証
の
日
付
は
平
成
27
年
４

月
１
日
〜
９
月
30
日
の
も
の

▼
上
限
額　

１
万
円

▼
提
出
・
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）

農
地
保
全
管
理
の

お
願
い
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